
 

エネルギー管理功績者及びエネルギー管理優良事業者等表彰要領 

 

制定 平成２１年 ７月 ７日 

改正 平成２１年 ９月 ７日 

改正 平成２２年１１月１６日 

改正 平成２３年１１月２８日 

改正 平成２５年 ５月 ２日 

改正 平成２６年 ４月３０日 

改正 平成２７年 ４月３０日 

改正 令和 ２年 ５月 ７日 

 

１．目  的 

 省エネルギーの意義を理解し、エネルギー管理の推進に尽力しその功績が極

めて顕著であると認められる者及びエネルギー管理の推進に不断の努力を重ね、

その成果が大であり、他の模範となる事業者、事業所（以下「事業者等」とい

う。）を表彰し、もつてエネルギー管理の一層の普及促進を図ることを目的とす

る。 

 

２．表  彰 

 ２．１ 表彰は表彰状の交付によりこれを行う。 

 ２．２ 表彰の被表彰者は、次の中から選考するものとする。 

過去にエネルギー管理に関する経済産業大臣、資源エネルギー庁長

官もしくは、経済産業局長の表彰状または感謝状を授与されたもの

は除く。ただし、エネルギー管理優良事業者等について、既にエネ

ルギー管理に関する表彰を受けたことのある事業者等を重ねて局長

表彰する場合は、その後のエネルギー管理の進歩、向上が特に顕著

であると認められる場合に限ることとする。 

  （１）エネルギー管理にかかる次に掲げる①～②の各項について功績のあ

った者として関東経済産業局長表彰候補者の申請があったもの及び管

内都県知事、一般財団法人省エネルギーセンター会長、一般財団法人

コージェネレーション・エネルギー高度利用センター理事長、一般財

団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長、東北七県電力活用推進委

員会委員長、関東地区電気使用合理化委員会委員長、中部地方電気使

用合理化委員会委員長、関東東北産業保安監督部管内電気主任技術者

会会長、関東東北産業保安監督部管内ボイラー・タービン主任技術者

会会長並びに関東経済産業局管内エネルギー管理指定工場連絡会各都
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県地区会会長から関東経済産業局長表彰候補者として推薦があがった

もの。 

        ①エネルギー使用の合理化技術の向上 

      ②エネルギーの使用の合理化の啓発普及、指導等その推進 

 

   （２）エネルギー管理にかかる次に掲げる①～④の各項について優良であ

る事業者等として関東経済産業局長表彰候補者の申請があったもの及

び管内都県知事、一般財団法人省エネルギーセンター会長、一般財団

法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター理事長、一

般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長、東北七県電力活用推

進委員会委員長、関東地区電気使用合理化委員会委員長、中部地方電

気使用合理化委員会委員長、関東東北産業保安監督部管内電気主任技

術者会会長、関東東北産業保安監督部管内ボイラー・タービン主任技

術者会会長並びに関東経済産業局管内エネルギー管理指定工場連絡会

各都県地区会会長から関東経済産業局長表彰候補者として推薦があが

ったもの。 

     ①エネルギー管理組織とその運営状況 

       ②事業者等におけるエネルギー使用の合理化を図る上でエネルギー使

用の合理化に関して実施した措置の状況 

③エネルギー管理技術者養成状況 

       ④エネルギーの使用の合理化に関し効果を上げた実績 

 

３．選考方法 

 被表彰者の選考は、省エネルギー対策課において別に定める選考基準に基づ

き審査し、必要に応じて実地調査を行い、同選考基準を満たしたものについて、

関東経済産業局内に設置するエネルギー管理功績者及びエネルギー管理優良事

業者等表彰審査会（以下「審査会」という。）に諮り、被表彰者を選考する。 

 

４．審査会 

 審査会は、審査会長（以下「会長」という。）及び審査員をもって組織する。 

（１）会長は、資源エネルギー環境部長をもってあてる。 

 （２）審査員は、次に掲げる者をもってあてる。  

       電源開発調整官、地域エネルギー振興企画官、総務課長、地域経済課

長、産業振興課長、資源エネルギー環境課長、省エネルギー対策課長、

電力事業課長、関東東北産業保安監督部電力安全課長及び会長が適当

と認める局内の関係課長 



 

（３）会長に事故あるときは、電源開発調整官がその事務を代行する。 

     

５．審査会の開催 

  （１）審査会は必要と認めるときに会長がこれを招集する。 

 （２）審査会は審査員の三分の二以上の出席をもって成立する。 

 （３）審査会の判定は、出席者の全員一致によるものとする。 

（４）審査会は会長の承認を得てその代理者を審査会に出席させることがで

きる。 

  （５）会長は、必要があると認めるときは審査会に推薦者を招致し、意見を

聴取することができる。 

 （６）会長は、必要と認めるときは、審査会の招集を行わず、書面その他の

方法により審査員の承認を得ることにより、審査会の決議に代えるこ

とができる。 

 （７）審査会の庶務は省エネルギー対策課が行う。 

 （８）本要領に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は会長が別に

定める。 

 

６．表彰時期及び場所 

 表彰式は毎年２月（省エネルギー月間）とし、実施日及び場所については、

関東経済産業局長が別に定める。   

 

 附則 

この要領は、平成２１年７月７日から施行する。 

この要領は、平成２１年９月７日から施行する。 

この要領は、平成２２年１１月１６日から施行する。 

この要領は、平成２３年１１月２８日から施行する。 

この要領は、平成２５年５月２日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月３０日から施行する。 

この要領は、平成２７年４月３０日から施行する。 

この要領は、令和２年５月７日から施行する。 




